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保護者のみなさま 

名張市立桔梗が丘東小学校 

 

 

緊急時の対応について（お願い） 

 

 陽春の候、皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、元気に学校生活を送っている子どもたちですが、急な病気やけが等が起こった時は、下記のような体

制で対処したいと考えますので、ご承知いただきますとともにご理解とご協力をお願いいたします。 

けがや病気の時には、まず保護者の方に連絡をとってその状態をお伝えし、処置について協力をお願いし

ます。特に医者の処置が必要な場合については、下記の「緊急対応模式図」のように、けがの発生後、速や

かに保護者の方と連絡をとらせていただいて、保護者の方で病院へ連れて行っていただくようお願いして

おります。 

 けがの程度が重い場合や早く処置をしたほうがよい場合には、保護者の方にかかりつけの医療機関を確

認後、学校の方で子どもを病院へ連れて行きます。その際、診断結果については、個人のプライバシーのこ

ともあり、医者から保護者の方に直接お話がある病院もありますので、保険証を持って病院までお迎えをお

願いいたします。 

 保護者の方と連絡がとれない場合には、健康管理カードに記載の病院へ、記載なしや休院の時には、学校

の方で判断をします。基本的に名張市立病院を考えております。 

これからも、子どもたちの安全確保については、細心の注意を払ってまいりますので、保護者の皆様のご

理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

                

緊急対応模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関への接続 

                    

 

※保護者様への連絡不能を避けるため、お子様に居場所を伝えておいてください。 

※いつでも学校からの連絡が受けられるように、ご協力ください。 

※提出していただいた緊急連絡先が変更になった場合、速やかに、必ず担任までお知らせ下さいますよう

お願いいたします。 

 

 

救急車１１９   名張市立病院 ６１-１１００ 

・学校医  藤本産婦人科 63－0995     ・歯科医 大門桔梗が丘歯科 65－5158 

  ・耳鼻科医 久保耳鼻咽喉科 65－7111    ・眼科医 名張よこやま眼科 66－0007 

  ・薬剤師  つむぎ薬局  41－1400 

緊急病院案内  伊賀南部地域緊急医療情報センター ６４-１１９９ 

 

骨折、頭部打撲、目、耳等、生命に危険を

及ぼしたり、直ちに身体機能に障害をも

たらしたりする可能性がある場合 

 

負傷者・病人・災害や事故の発生 

すり傷、微熱等軽度な場合 

 

学校で経過観察後、必要あ

る場合には家庭連絡 

 

学校より家庭（緊急連絡先）へ連絡 

 

家庭と連絡不能の場合 

 

学校と家庭で対応を協議 

 

学校にて判断 

 


